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 厚生労働科学研究費補助金（地域医療基盤開発推進研究事業） 

 総合研究報告書 
 

産科医師確保計画を踏まえた産科医療の確保についての政策研究 
 

研究代表者  村松圭司  産業医科大学・医学部・公衆衛生学・准教授 
 
研究要旨 
医療提供者と住民の双方に対する全国的な実態調査や既存のデータベースの分
析を行い、産科医師確保計画の実効性を高めるため、地域の実情に応じた具体的
な取組方法を提言するための知見を得ることを目的とした。DPCデータや公的統
計の個票といった、医療提供体制側の分析を行うためのデータ提供を受けた。ま
た、今後の大規模調査や啓蒙活動への洞察を得るためのインタビュー調査を産科
医師及び妊婦を対象に実施した。DPCデータについては総合周産期特定集中治療
室管理料を算定する医療機関の約９割が含まれていた。医師・歯科医師・薬剤師
統計の医師届出票については分娩取扱有無を含む約 33万件のデータを受領した。 
 
 
分担研究者 
木村正  大阪大学・大学院医学系研究科産科学婦人科学講座・教授 
海野信也 北里大学・産婦人科学（産科学）・教授 
光田信明 地方独立行政法人大阪府立病院機構・大阪母子医療センター・副院長 
康永秀生 東京大学・大学院医学系研究科・教授 
松田晋哉 産業医科大学・医学部・公衆衛生学・教授  
 
Ａ．研究目的 
 医師不足等に対応した地域における
周産期医療の確保については、産科医
師の絶対数の減少や偏在といった既知
のものに加え、医師の働き方改革への
対応等の課題が指摘されている。医療
提供側は以前より集約化による勤務条
件の緩和を目指しているが、その成果
は限定的であるとされている。 
都道府県は平成 30年の医療法改正
によって 2019 年度末までに「産科医
師確保計画」を策定することとなって
いる。この計画の策定にあたっては、
厚生労働省が「産科医師偏在指標」を
公開しているが、その他の地域におけ
る産科医療に関する定量的な指標は明
らかとなっておらず、公的統計や既存

の大規模データベース（以下、DB
等）の活用による研究も少ない。ま
た、現在は医療機関や人員の配置とい
ったハード面に議論が集中している
が、地域住民への更なる普及啓発や地
域のニーズ把握といったソフト面から
の解決についても検討する必要があ
る。 
そこで、本研究では医療提供者と住
民の双方に対する全国的な実態調査や
既存のデータベースの分析を行い、産
科医師確保計画の実効性を高めるた
め、地域の実情に応じた具体的な取組
方法を提言するための知見を得ること
を目的とする。 
Ｂ．研究方法 
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DPCデータの活用については、一般
社団法人・診断群分類調査研究機構が
保有する既存の対応表がない匿名化デ
ータを用いた後ろ向き観察研究を実施
することとした。産科医師及び妊産婦
を対象としたインタビュー調査につい
ては、産科医師及び妊産婦を対象と
し、分娩取り扱い継続を促進する要因
や地域における産科医療へのニーズを
明らかにすることを目的とした、イン
タビュー調査による前向きの質的事例
研究を実施することとした。公的統計
を活用した分娩取扱医師の実態把握に
ついては、政府統計の総合窓口（e-
Stat）に公開されているデータの分析
を行うとともに、医師・歯科医師・薬
剤師統計の届出票情報の利用を申請
し、産科医師偏在指標の精緻化に向け
た検討を行うこととした。また、本研
究において「妊婦の診療に係る医療提
供体制整備事業｣で用いるテキスト及
び動画教材の作成を行うこととした。 
Ｃ．研究結果 
 DPC データの活用については、
1,691 医療機関からDPCデータの提
供に同意が得られた。2018 年 4月 1
日以降に入院し 2020 年 3月 31 日ま
でに退院した入院エピソードのうち分
娩があったのは約 31万件であった。
分娩を１件以上取り扱っていたのは
599 医療機関であった。そのうち、総
合周産期特定集中治療室管理料（母
体・胎児）を算定していたのは 103 医
療機関であった。産科医師及び妊産婦
を対象としたインタビュー調査につい
ては、産科医師４名及び妊婦４名に対
しインタビュー調査を実施した。産科
医師インタビューでは、医療安全の視
点及び医師自身の体力や生活の質の視
点から、集約化によるメリットがある
との意見が聴取された。妊婦インタビ
ューでは、医療の質が最も重視され、
次に重視されているのはアクセシビリ
ティであった。公的統計の活用につい

ては、医師・歯科医師・薬剤師統計の
医師届出票 327,210 件のデータ提供
を受けた。医療機関従事者であり、休
業を取得していないと回答した者の中
で、分娩取扱ありと回答したのは
11,294 件であった。 
Ｄ．考察 
 DPC データの活用については、令
和元年度の病床機能報告において、総
合周産期特定集中治療室管理料（母
体・胎児）を算定しているのは 113 病
院であり、特に高リスク分娩に関する
検討において、今回提供を受けた
DPCデータが十分な代表性を有して
いると考えられた。インタビュー調査
については、「お産における医療の
質」について、医師・妊婦間で情報の
非対称性が存在することが示唆され
た。この情報の非対称性を解消するた
めに必要なプロセス等について次年度
検討することとした。また、インタビ
ュー調査から得られた洞察をもとに仮
説を立て、アンケート調査を実施する
予定とした。公的統計の活用について
は、今回提供を受けた平成 30年度の
医師・歯科医師・薬剤師統計から分娩
取扱有無を調査していることから、厚
生労働省が公開した産科医師偏在指標
を精緻化できる可能性が示唆された。 
Ｅ．結論 
産科医療提供体制や産科医師偏在指
標の見直しに関するエビデンスを構築
するために必要なDPCデータや医
師・歯科医師・薬剤師統計の医師届出
票の提供を受けることができた。ま
た、今後のアンケート調査等で取り上
げる内容に関する知見を得ることがで
きた。 
 
Ｆ．研究発表 
 1.  論文発表 
なし 
 2.  学会発表 
なし 
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Ｇ．知的所有権の取得状況 
 1. 特許取得 
なし 
 2. 実用新案登録 
なし 
 3.その他 
なし 

 
 
 
 
 
  



 5 

 
 厚生労働科学研究費補助金（地域医療基盤開発推進研究事業） 

 分担研究報告書 
 

産科医療提供体制評価のためのDPCデータの活用に関する研究 
 
研究代表者  村松圭司  産業医科大学・医学部・公衆衛生学・准教授 
分担研究者  康永秀生  東京大学・大学院医学系研究科・教授 
分担研究者  松田晋哉  産業医科大学・医学部・公衆衛生学・教授  
研究協力者  重見大介  東京大学大学院医学系研究科臨床疫学・経済学教室・

大学院生 
研究協力者  今村英香  産業医科大学・医学部・公衆衛生学・研究員 
研究協力者  得津慶   産業医科大学・医学部・公衆衛生学・大学院生 
研究協力者  峰悠子   産業医科大学・医学部・公衆衛生学・大学院生 
研究協力者  松尾瑞恵  産業医科大学・医学部・公衆衛生学・助教 
研究協力者  松垣竜太郎 産業医科大学・医学部・公衆衛生学・助教 
研究協力者  劉寧    産業医科大学・医学部・公衆衛生学・助教 
 
研究要旨 
 DPC データの分析を行い、産科医師確保計画の実効性を高めるため、地域の実
情に応じた具体的な取組方法を提言するための知見を得ることを目的とし、匿名
化データを用いた後ろ向き観察研究を実施することとした。令和三年１月の産業
医科大学倫理委員会において本研究計画について審査が行われ承認された。1,691
医療機関から産科医療提供体制や産科医師偏在指標の見直しに関するエビデンス
を構築するために必要なDPCデータ提供の同意を得ることができた。そのうち、
総合周産期特定集中治療室管理料（母体・胎児）を算定していたのは 103 医療機
関であった。 
 
 
Ａ．研究目的 
 都道府県は 2018 年の医療法改正に
よって 2019 年度末までに「産科医師
確保計画」を策定することとされた。
この計画の策定にあたっては、厚生労
働省が「産科医師偏在指標」を公開し
たが、その他の地域における産科医療
に関する定量的な指標は明らかとなっ
ておらず、公的統計や既存の大規模デ
ータベースの活用による研究も少な
い。そこで、DPCデータの分析を行
い、産科医師確保計画の実効性を高め
るため、地域の実情に応じた具体的な

取組方法を提言するための知見を得る
ことを目的とする。 
 
Ｂ．研究方法 
 本研究は一般社団法人・診断群分類
調査研究機構が保有する既存の対応表
がない匿名化データを用いた後ろ向き
観察研究である。協力病院で匿名加工
したデータを診断群分類調査研究機構
が収集・データベース化したものを研
究者が受領し分析を行う。なお、一般
社団法人・診断群分類調査研究機構は
診断群分類の公的研究を支援する目的
で設立されたもので、厚生労働省に提
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出されているDPC関連データを別途
個々の病院と契約を締結することで収
集を行っている。データは機構が保有
するクラウド上のサーバから、セキュ
リティの担保された方法でダウンロー
ドすることで受領する。 
 
Ｃ．研究結果 
 令和三年１月の産業医科大学倫理委
員会において本研究計画について審査
が行われ承認された。（受付番号第
R2-073 号）1,691 医療機関からDPC
データの提供に同意が得られた。平成
30年度・令和元年度のデータベース
には約 1600 万件の入院エピソードが
格納され、そのうち 2018 年 4月 1日
以降に入院し 2020 年 3月 31 日まで
に退院した入院エピソードのうち分娩
があったのは約 31万件であり、分娩
を１件以上取り扱っていたのは 599 医
療機関であった。そのうち、総合周産
期特定集中治療室管理料（母体・胎
児）を算定していたのは 103 医療機関
であった。 
 
Ｄ．考察 
 DPC データ活用の代表性について
考察する。はじめに、正常分娩は保険
適用されないため、DPCデータで補
足することは不可能である。従って、
器械分娩や帝王切開と言った異常分娩
について検討することが妥当と考え
た。特にDPCデータでは、対象医療
機関の特性から、産科医療提供体制の
うち、高リスクの分娩を取り扱う周産

期母子センター等の医療機関の機能分
化・連携について検討することが妥当
と考えた。具体的には、令和元年度の
病床機能報告において、総合周産期特
定集中治療室管理料（母体・胎児）を
算定しているのは 113 病院であり、特
に高リスク分娩に関する検討におい
て、DPCデータが十分な代表性を有
していると考えられた。次年度は、詳
細な診断や医療行為等について、提供
を受けたデータを検証し、その代表性
について追加の検討を行うとともに、
医療提供体制に関する検討を実施する
予定である。 
  
Ｅ．結論 
 産科医療提供体制や産科医師偏在指
標の見直しに関するエビデンスを構築
するために必要なDPCデータを得る
ことができた。 
 
Ｆ．研究発表 
 1.  論文発表 
なし 
 2.  学会発表 
なし 
 
Ｇ．知的所有権の取得状況 
 1. 特許取得 
なし 
 2. 実用新案登録 
なし 
 3.その他 
なし 
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厚生労働科学研究費補助金（地域医療基盤開発推進研究事業） 
 分担研究報告書 

 
産科医療提供体制評価のための産科医師及び妊産婦を対象としたインタビュー調査 
 
研究代表者  村松圭司  産業医科大学・医学部・公衆衛生学・准教授 
分担研究者  木村正   大阪大学・大学院医学系研究科産科学婦人科学講座・

教授 
分担研究者  光田信明  地方独立行政法人大阪府立病院機構・大阪母子医療セ

ンター・副院長 
 
研究要旨 
産科医師確保計画の実効性を高めるため、地域の実情に応じた具体的な取組方法
を提言するための知見を得るため、産科医師及び妊産婦の意識に関する調査を行
った。産科医師については分娩取り扱い継続を促進する要因や、阻害する要因を
キャリアの視点、医療安全の視点、医師自身の体力や生活の質の観点から分類し
た。また、分娩取扱医療機関の集約化や医師の働き方改革についての意見を聴取
した。妊産婦については産科医療へのニーズを抽出し、産科医療の質の視点、産
科医療のコストの視点、産科医療へのアクセスの視点から、それらの優先順位や
その理由について分類した。産科医師調査では、分娩取扱の継続を阻害する要因
として、医療安全や体力や生活の質が挙げられた。妊婦調査では、医療の質が最
も重要視され、コストは最も重要視されなかった。今後のアンケート調査等で更
なる分析が必要と考えられた。 
 
 
Ａ．研究目的 
 医師不足等に対応した地域における
周産期医療の確保については、産科医
師の絶対数の減少や偏在といった既知
のものに加え、医師の働き方改革への
対応等の課題が指摘されている。医療
提供側は以前より集約化による勤務条
件の緩和を目指しているが、その成果
は限定的であるとされている。都道府
県は 2018 年の医療法改正によって
2019 年度末までに「産科医師確保計
画」を策定することとされた。この計
画の策定にあたっては、厚生労働省が
「産科医師偏在指標」を公開したが、
産科医師の働き方への考えや、地域に
よる住民のニーズの違い等の質的な要
因は加味されていない。そこで、本研
究では産科医師及び妊産婦の意識に関

する調査を行い、産科医師確保計画の
実効性を高めるため、地域の実情に応
じた具体的な取組方法を提言するため
の知見を得ることを目的とする。本イ
ンタビュー調査の結果を元に、今後大
規模なアンケート調査を実施する予定
である。 
 
Ｂ．研究方法 
 本研究は産科医師及び妊産婦を対象
とし、分娩取り扱い継続を促進する要
因や地域における産科医療へのニーズ
を明らかにすることを目的とした、イ
ンタビュー調査による前向きの質的事
例研究である。インタビュー調査は市
場調査会社に委託した。具体的には、
調査会社にモニターとして登録する医
師及び妊産婦を対象に、選定方法に従
って対象者の選定を行い、オンライン
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会議システムを用いて半構造化面接を
実施した。（インタビュー実施期間：
2021 年 3月 6日～3月 11 日）インタ
ビュー時間は産科医師約 90分、妊産
婦約 60分の予定で実施した。受領し
た逐語録等を用いて、産科医師につい
ては分娩取り扱い継続を促進する要因
や、阻害する要因をキャリアの視点、
医療安全の視点、医師自身の体力や生
活の質の観点から分類した。また、分
娩取扱医療機関の集約化や医師の働き
方改革についての意見を聴取した。妊
産婦については産科医療へのニーズを
抽出し、産科医療の質の視点、産科医
療のコストの視点、産科医療へのアク
セスの視点から、それらの優先順位や
その理由について分類した。本研究は
産業医科大学倫理審査委員会の承認を
受け実施した。（受付番号第R2-085
号）なお、新型コロナウイルス感染症
の感染拡大に伴い、2021 年１月の時
点で緊急事態宣言が発令されていた地
域の医師については、調査による負担
を考慮し、対象から除外した。 
Ｃ．研究結果 
【産科医師インタビュー】 
 表１に対象者の属性を示す。病院勤
務の医師はどちらも周産期母子医療セ
ンターのある医療機関に所属してい
た。表２に対象者別の分娩取扱の継続
を阻害する要因を示す。分娩取扱の継
続を阻害する要因として、キャリアの
視点では特段の意見は聴取されなかっ
た。医療安全の視点では、医師数が少
ないことによる安全性の低下が挙げら
れ、訴訟等によって分娩取扱を中止す
ることがあるとの回答があった。体力
や生活の質の視点では、診療所におけ
る当直医師の応援要請や助産師の確保
が困難であることや、働き方に対する
価値観の変化が挙げられた。また、育
児と診療との両立が困難であるとの回
答があった。その他の視点としては、
診療所では対応が困難な事例の場合に

おける地域の連携体制が明確でないこ
とや同僚との人間関係等が挙げられ
た。表３に対象者別の分娩取扱の継続
を促進ための方策や、集約化及び働き
方改革についての意見を示す。分娩取
扱施設の集約化については、デメリッ
トとしてアクセシビリティの悪化や、
現在分娩を取り扱っている医療機関の
収入減少、妊婦から見た場合の選択肢
の減少が挙げられた。メリットとして
は、標準化やリスク管理が容易にな
る、生活と仕事とのバランスが取りや
すくなる等が挙げられた。働き方改革
については、以前よりは長時間労働が
改善されているものの、勤務間インタ
ーバル規制に対応するためには１医療
機関における医師数が不足していると
の意見が聴取された。また、自身の生
活を犠牲にしてまで産科医療を提供し
ようと考えている医師は減少してお
り、そうした考え方の変化を踏まえて
上で施策を検討することが必要である
との意見も聴取された。 
【妊産婦インタビュー】 
 表４に対象者の属性を示す。妊婦健
診で通院している医療機関と異なる医
療機関で出産する予定の妊婦は１名で
あった。図１に出産する施設を選択す
る理由とその順位を示す。医療の質、
コスト、アクセス、その他について、
優先順位やその理由についてインタビ
ューを実施したところ、もっとも重要
視されたのは「医療の質」であった。
具体的には、医師数の多さや新生児科
医の存在、帝王切開へ速やかに移行で
きる体制等が挙げられた。その理由と
しては不測の事態への対応が全員から
挙げられたが、具体的に想定する事象
はテレビ番組や知人の経験であった。
また、不妊治療を経ての妊娠出産も理
由として挙げられた。次に重要視され
たのはアクセスであった。その理由と
しては、医療の質と同様に不測の事態
が起こった場合に対応可能であるから
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であった。許容できる時間距離は自動
車の運転時間で 30分であった。コス
トについては最も優先度が低かった。
医療機関の選択に関して行政に望むこ
ととして、一覧性のあるウェブサイト
の構築が挙げられた。 
 
Ｄ．考察 
 妊婦アンケートからは、お産におけ
る質とは「何かあったら対応できる」
という一文に集約されると考えた。医
師アンケートからも、分娩継続を阻害
する要因として、医師数が少ないこと
による安全性の低下が挙げられてい
る。しかしながら、両者が具体的に想
定している内容には乖離があるように
考えられる。この情報の非対称性を解
消することが、産科医療提供体制を検
討するにあたって、妊婦を含む地域住
民も一体となった医療提供体制の検討
に必要なのではないかと考えた。すな
わち、「”何か”とはなにか」を明確に
する作業が必要であると考えた。具体
的には、指標として適切な Event の設
定が必要となるが、例えば母体死亡の
ように約 30,000 分娩に１回発生する
ような非常にまれなアウトカム指標の
みを設定するのではなく、その危険が
あったとされる妊産婦死亡ニアミス等
を含むアウトカム指標の設定や、人員
配置等のストラクチャー指標、Event
にどのように対応したか等のプロセス
指標を組み合わせることが必要と考え
た。更に、この検討は医学的見地に加
え、妊婦を含む地域住民の視点も踏ま
え総合的に進められることで、より浸
透しやすい情報となると考えた。本年
度の研究を踏まえ、情報の非対称性の
具体化等を目的としたアンケート調査
が必要である。 
 次に、Event（住民を含む幅広い利
害関係者の協議に基づき設定された
「何か」の具体的な定義）を明確にし
た上で、以下について検討する必要が

あると考えた。具体的には以下の通り
である。 
・どの程度生じるのか、地域差は
あるのか 
・対応できる、医療機関の体制
（医療機関規模、医師数、チ
ーム、地域連携、働き方、
等）はどのようなものか 

・対応できる医療機関所在地と患
者居住地との距離はどの程度か 
・ヘルスコミュニケーションは十
分か 
・既存の統計情報等で表現するこ
とは可能か 
・予防するためにはどの程度の予
算が必要か 

また、妊婦アンケートでは、アメニテ
ィや食事、施設の綺麗さ等の直接的な
医療サービス以外の点も多く指摘され
た。いちがいにこうした点を批判する
ことは利用者心理の観点から望ましく
なく、むしろ行動経済学的な知見を活
かし、提供体制のリモデリングの際に
有効活用することが望ましいと考え
た。更に、2000 年に介護保険制度の
運用が開始され社会全体で高齢者福祉
を推進することとなったが、周産期の
支援についても、更なる社会化が必要
と考えた。今後、どのような内容につ
いて、どのような担い手が支援を行う
ことが望ましいかについて整理する必
要がある。 
 
Ｅ．結論 
 インタビュー調査によって、今後の
アンケート調査等で取り上げる内容に
関する知見を得ることができた。 
 
Ｆ．研究発表 
 1.  論文発表 
なし 
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 2.  学会発表 
なし 
 
Ｇ．知的所有権の取得状況 
 1. 特許取得 
なし 
 2. 実用新案登録 
なし 
 3.その他 
なし 
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表
１
産
科
医
師
イ
ン
タ
ビ
ュー

対
象
者
属
性

1
2

3
4

所
在
地

中
国
地
⽅

北
海
道
・東
北
地
⽅

北
海
道
・東
北
地
⽅

北
海
道
・東
北
地
⽅

年
齢

35
46

44
30

性
別

男
性

男
性

⼥
性

⼥
性

医
学
部
卒
業
後
の
年
数

6〜
10年

21〜
25年

16〜
20年

3〜
5年
（
後
期
臨
床
研
修
医
）

現
在
の
診
療
科

産
婦
⼈
科

産
婦
⼈
科

婦
⼈
科

産
婦
⼈
科

主
な
所
属
施
設
の
病
床
数

400〜
499床

1〜
19床

0床
500床

以
上

⺟
⼦
周
産
期
セ
ンター

該
当

-
-

該
当

所
在
地

中
国
地
⽅

北
海
道
・東
北
地
⽅

北
海
道
・東
北
地
⽅

北
海
道
・東
北
地
⽅

分
娩
取
扱

現
在
も分
娩
を取
り扱
って
い
る／

担
当
して
い
る

現
在
も分
娩
を取
り扱
って
い
る／

担
当
して
い
る

過
去
に
分
娩
を担
当
して
い
た
が
、現

在
は
担
当
して
い
な
い

現
在
も分
娩
を取
り扱
って
い
る／

担
当
して
い
る

具
体
的
に
どの
ような

理
由
で
分
娩
を取
り

扱
わ
な
くな
った
の
か

-
-

⼦
供
が
で
きて
、夜
間
の
宿
直
や
呼

び
出
しに
対
応
で
きな
い
た
め
。

-

分
娩
取
扱
経
験
年
数

8
20

8
3
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表
２
医
師
編
分
娩
取
扱
の
継
続
を
阻
害
す
る
要
因
（
ま
とめ
）

分
娩
取
扱
の
継
続
に
お
け
る
阻
害
要
因
と考
え
られ
て
い
る
要
素

!"#$

%視点

医療安全%

視点

【開
業
医
の
分
娩
取
り扱
い
中
⽌
】

・個
⼈
病
院
で
1⼈
で
診
て
い
る
場
合
、⾒
落
としの

可
能
性
が
あ
る
＝
訴
訟
リス
ク

体⼒.QOL%視点

【開
業
医
の
分
娩
取
り扱
い
中
⽌
】

《体
制
の
不
備
》

・当
直
医
師
の
応
援
要
請
が
難
しい
、助
産
師
が
⾜
りて
い
な
い
な
ど、医

師
1⼈
で
の
診
療
が
厳
しい
状
況

《働
き⽅
の
変
化
》

・24時
間
、365⽇

、常
に
待
機
が
必
要
な
働
き⽅
は
避
け
られ
る
よ
うに
な
って
きた

【ラ
イ
フプ
ラ
ンの
影
響
】

・⼦
供
が
い
る
場
合
、分
娩
を
担
当
で
きる
可
能
性
が
低
くな
る
（
時
間
的
な
制
約
）

/%他

【開
業
医
の
分
娩
取
り扱
い
中
⽌
】

・分
娩
を
取
り扱
う側
として

、異
常
が
あ
れ
ば
引
き受
け
て
くれ
る
施
設
が
明
確
で
な
い
と不
安
（
た
らい
回
しに
さ
れ
る
問
題
が
残
って
い
る
）

【産
婦
⼈
科
医
の
⾒
解
】

・当
直
が
で
きな
い
な
ら産
科
な
ん
て
しな
くて
良
い
と⾔
った
⾒
解
を
持
つ
医
師
た
ち
が
作
る
空
気
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表
３
医
師
編
分
娩
取
扱
の
継
続
を
阻
害
す
る
要
因
（
＃
1,2）

詳
細

#
1

#
2

医師背景

ま
だ
体
⼒
的
に
問
題
な
く、訴

訟
問
題
も
根
底
は
コミュニ

ケ
ー
シ
ョンだ

と考
え
、分
娩
取

り扱
い
継
続
に
お
け
る
問
題
を
リア
ル
に
感
じられ

な
い

⼤
学
で
上
を
⽬
指
す
道
を
断
念
して
、覚
悟
を
持
って
開
業
産
科
医
の
跡
を
継
い

だ
が
、1⼈

で
や
る
に
は
余
暇
の
楽
しみ
を
投
げ
出
す
/体
⼒
的
に
しん
どい
た
め
、

限
界
を
感
じて
い
る
。

分
娩
取
り扱
い
継
続
の
た
め
、今
後
は
Q
O
Lを
考
え
て
取
り組
み
た
い

!"#$

%視点

・産
婦
⼈
科
の
中
で
管
理
職
の
ポ
ストに

就
くた
め
に
特
段
の
事
情
は
な
い
ように

感
じる

・教
授
な
どの
ポ
ストに

就
くに
は
論
⽂
数
や
教
育
⾯
が
考
慮
され
る。産

科
は
研
究
分
野
と

して
盛
ん
で
は
な
い
の
で
、もしか

す
るとキ

ャリア形
成
が
難
しい
か
もしれ

な
い

・⼆
⼤
柱
として

周
産
期
とオンコロジ

ー
領
域
が
あ
り、⼤

体
どこの

⼤
学
病
院
も主

任
教
授
は
い
ず
れ
か
を専
⾨
に
して
い
る。⼥

性
医
学
、不
妊
治
療
で
主
任
教
授
は

⾒
か
け
な
い
の
で
、キ
ャリアが

理
由
で
産
科
が
敬
遠
され
ることは

な
い

医療安全%

視点

・助
産
師
へ
の
指
導
で
も、⾃

⾝
の
診
療
で
も訴
訟
リスクは

あ
る

・患
者
の
不
信
感
が
訴
訟
原
因
。危
険
症
例
の
多
い
ハ
イボ
リュー
ム
セ
ンター

で
訴
訟
が
多

い
わ
け
で
は
な
い
。過
去
訴
訟
は
関
係
性
に
問
題
が
あ
るように

思
う

・不
安
をな
くす
努
⼒
をす
るしか

な
い
（
教
科
書
的
な
内
容
で
は
な
く、症

例
振
り返
りな
ど

で
成
⻑
して
い
くしか
な
い
）

・訴
訟
リスクは

あ
るが
、昨
今
整
形
外
科
で
術
後
しび
れ
が
起
こって

も訴
訟
に
な
っ

て
い
るの
と⽐
べ
ると、そこまで

訴
訟
の
リスクが

⾼
い
とは
⾔
え
な
い
か
もしれ

な
い

・産
科
分
野
で
⼀
番
訴
訟
問
題
に
つ
な
が
るの
は
、新
⽣
児
の
死
亡
と脳
性
⿇
痺
。

ここ10年
で
産
科
学
会
が
ガ
イドラインを作

成
して
い
るの
で
、少
な
くともガ

イドラ
インに

則
って
や
って
い
れ
ば
訴
訟
の
リスクは

低
くな
って
きて
い
ると感

じる。産
科
医

補
償
制
度
もあ
り、解

決
の
選
択
肢
が
準
備
され
て
い
ることも訴

訟
リスクが

下
が
っ

て
きて
い
る要
因
だ
と思
う。今

とな
って
は
、⾔
わ
れ
て
い
るほ
ど産
婦
⼈
科
の
訴
訟
リ

スクは
⾼
くな
い
とい
う⾒
解
を持
って
い
る

体⼒.QOL%

視点

・まだ
若
い
の
で
⼤
丈
夫
だ
と思
って
い
るが
40〜

50代
に
な
って
くると⽣

活
習
慣
病
とか
で

病
院
に
か
か
る機
会
が
増
え
るか
もしれ

な
い
の
で
、気
を付
け
た
い

・常
勤
医
が
2⼈
な
ら家
庭
と両
⽴
で
きる。⼦

供
の
⾏
事
が
あ
る⽇
は
予
め
伝
え
て
い
るし、

夜
中
の
お
産
の
翌
⽇
は
休
ん
で
い
る。医

師
を派
遣
して
くれ
る⼤
学
が
近
くに
あ
ることも⼤

きい
。バ
ックアップ体

制
が
弱
い
病
院
で
2⼈
だ
と多
分
しん
どい

・1⼈
で
や
って
い
ると、⾃

分
の
プライベ

ー
トが
な
くな
った
り健
康
リスクが

あ
り良
くな

い
と感
じて
い
る。最

低
2⼈
は
欲
しい
。当
院
は
助
産
師
が
充
実
して
い
るの
で
、

365⽇
、24時

間
、い
つ
で
も誰
か
い
る。助

産
師
に
任
せ
な
が
ら、外

来
が
出
来
た

りす
るが
、助
産
師
が
⾜
りて
い
な
い
医
師
1⼈
の
施
設
は
もっときつ

い

/%他

・地
域
で
は
、分
娩
を扱
う開
業
医
が
医
師
の
引
退
に
伴
って
減
って
きて
い
る。取

り扱
い
数

を制
限
した
り低
リスクの

お
産
しか
扱
わ
な
い
と決
め
て
い
る施
設
も多
い
。1⼈

の
医
師
に
か

か
る負
担
や
訴
訟
リスクが

原
因
だ
と思
う

-
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表
３
医
師
編
分
娩
取
扱
の
継
続
を
阻
害
す
る
要
因
（
＃
3,4）

詳
細

#
3

#
4

医師背景

結
婚
を
契
機
に
予
定
して
い
た
産
婦
⼈
科
⼈
⽣
か
ら、全

く別
の
⼈
⽣
を
歩
む
ことに

。
結
局
分
娩
の
取
り扱
い
を
諦
め
る
進
路
とな
った
た
め
、⼀
歩
引
い
た
ス
タ
ンス
で
分
娩
取

り扱
い
の
⾏
く末
を
⾒
守
って
い
る

キ
ャリア

の
初
期
に
い
て
、周
辺
の
ロ
ー
ル
モデ
ル
の
存
在
に
影
響
さ
れ
な
が
ら、⾃

分
らしい

産
婦
⼈
科
⼈
⽣
を
歩
み
た
い
と希
望
に
燃
え
て
い
る
（
現
実
的
な
問
題

に
は
これ
か
らぶ
ち
当
た
って
い
くことに

な
る
）

!"#$

%視点

・開
業
して
産
婦
⼈
科
を経
営
す
ることを考

え
ると、分

娩
を取
り扱
わ
な
い
と収
⼊
は
か
な

り厳
しい

・⼤
学
教
授
で
も周
産
期
と⽣
殖
が
専
⾨
だ
った
りす
るの
で
、あ
まり関

係
な
い

・⼀
番
開
業
しや
す
い
の
は
産
科
と不
妊
症
分
野

医療安全%

視点

・制
度
に
よって

訴
訟
リスクが

減
るとは

思
わ
な
い
。どち
らか
と⾔
うと、患

者
は
失
敗
され
た

ことを疑
い
、懲
罰
的
な
意
味
合
い
で
訴
訟
を起
こす
。逆
に
⼤
野
病
院
事
件
な
どで
、何
を

どう頑
張
って
も、患

者
に
とって
不
幸
な
転
帰
が
起
こることが

周
知
され
た
ように

思
う

・⼤
学
や
⼤
きな
病
院
で
は
、複
数
⼈
で
診
て
い
るが
、個
⼈
病
院
で
1⼈
で
診
て
い
る
場
合

⾒
落
としが

あ
った
りもす

る。また
個
⼈
病
院
の
⽅
が
クレー

ム
は
つ
きや
す
い
。

・訴
訟
の
過
去
事
例
は
、個
⼈
病
院
で
の
ケ
ー
スが
多
い
印
象
。産
科
医
療
補
償
制

度
を使
った
ケ
ー
スが
、年
に
1回
くらい
レポ
ー
トで
あ
が
って
くるが

、個
⼈
病
院
で
、

帝
王
切
開
が
で
きな
い
状
態
で
危
な
い
処
置
をして

、結
果
的
に
脳
性
⿇
痺
が
起

こって
しまった

な
ど。また

⼤
きな
病
院
の
⽅
が
、設
備
が
整
って
い
るところが

多
く、そ

の
場
で
治
療
が
⾏
わ
れ
るの
で
、家
族
に
とって
も
透
明
性
が
⾼
い

体⼒.QOL%視点

・⼦
供
が
い
るか
どうか

で
分
娩
を担
当
で
きるか

違
って
くる。⼦

育
て
に
時
間
を取
られ
るの

で
、仕
事
に
全
⼒
投
球
で
きな
い
。例
え
ば
開
業
した
ら、2〜

3年
は
仕
事
に
か
か
りっきりに

な
らな
い
とい
け
な
い
が
、⼦
どもが

い
れ
ば
、それ

は
難
しくな

る
・産
科
医
の
中
に
は
、中
途
半
端
に
産
科
を⽬
指
して
ほ
しくな

い
とい
う考
え
⽅
の
⼈
が
い
て
、

当
直
が
で
きな
い
の
だ
った
らもう産

科
な
ん
て
しな
くて
良
い
と⾔
わ
れ
る。そう⾔

わ
れ
ると、

⽇
中
だ
け
で
も担
当
させ
て
くだ
さい
とは
⾔
い
だ
しに
くい

・新
規
開
業
で
クリニック形

態
だ
と分
娩
を取
り扱
わ
な
い
ケ
ー
スが
増
え
て
い
る。その

ような
中
で
、分
娩
を取
り扱
って
い
る
⾼
齢
の
医
師
が
閉
院
す
るとます

ます
分
娩
取
り扱
い
施
設

が
減
って
い
る。多

分
、1⼈

で
開
業
す
ると、24時

間
、365⽇

、常
に
呼
ば
れ
るの
で
、そ

うい
うの
が
敬
遠
され
て
い
るの
だ
ろう

・今
後
、出
産
し帰
宅
す
ると元

気
い
っぱ
い
な
⼦
供
が
い
ると想

像
す
ると、少

し怖
い
気
は
す
る。た

だ
、現
在
の
所
属
は
環
境
的
に
助
け
合
え
る
雰
囲
気
の
あ
る科
な
の

で
、それ

ほ
ど⼼
配
して
い
な
い

/%他

・全
任
地
で
は
、早
い
タイミングか

ら⼤
学
が
⾳
頭
を取
って
役
割
分
担
して
い
た
。異
常
が

あ
る
場
合
の
搬
送
先
が
は
っきりして

い
るな
どの
緊
急
搬
送
制
度
が
す
ごく充

実
して
い
た
。

分
娩
を取
り扱
う側
として

は
、異
常
が
あ
れ
ば
、そこが

引
き受
け
て
くれ
るの
で
、た
らい
回
し

み
た
い
な
ことが

あ
ん
まり起

きず
安
⼼
だ
が
、今
の
地
域
で
は
、た
らい
回
しが
結
構
問
題
に

な
ることが

あ
る。体

制
の
違
い
とい
うの
は
地
域
に
よって

あ
りそう

・助
産
師
が
残
らな
い
ことが

課
題
。他
の
病
院
で
も助
産
師
が
育
た
ず
に
困
って
い
る

とろも多
い
の
で
は
な
い
か

・地
⽅
は
特
に
分
娩
取
り扱
い
を中
⽌
す
る
開
業
医
が
多
く、後

継
者
が
い
な
い
とい

う話
は
よく聞

く。今
の
若
い
医
師
は
、そん

な
、1⼈

で
、24時

間
、365⽇

な
ん
て
、

考
え
られ
な
い
と思
う
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表
３
医
師
編
分
娩
取
扱
の
継
続
を
促
進
す
る
た
め
の
意
⾒

#
1

＃
2

＃
3

＃
4

⾃由回答

・妊
婦
健
診
の
回
数
を減
らし、医

師
の
負

担
を軽
減
す
る

・助
産
師
の
教
育
に
⼒
を注
ぎ
、医
師
の

負
担
を軽
減
す
る

・1⼈
で
は
な
く複
数
で
対
応
で
きるような

シ
ステム

を作
り上
げ
ることが

で
きた
ら、⼼

理
的
な
負
担
を軽
減
で
きる

・訴
訟
リスクを減

らす
働
きか
け
（
無
事
に

出
産
す
ることが

当
た
り前
で
は
な
い
とい
う

啓
発
。リスクを認

識
して
い
て
も、遠

い
世

界
の
ことで

、⾃
分
は
⼤
丈
夫
だ
と思
って

い
る）
・助
産
師
の
増
員
（
助
産
師
で
な
い
看
護

師
が
内
診
し、因

果
関
係
の
な
い
分
娩
事

故
が
起
きた
時
、クリニック側

が
負
け
た
事

例
あ
り/助

産
師
の
⼈
員
を確
保
、あ
るい

は
看
護
師
で
も内
診
可
能
に
す
るな
どが

必
要
）

・給
料
をか
な
り⾼
くす
る（
特
に
医
師
が

呼
べ
な
い
⽥
舎
）

・分
娩
の
費
⽤
を上
げ
る

・産
婦
⼈
科
医
数
を増
や
す
（
医
局
が
権

⼒
をもって

い
た
⽅
が
、地
⽅
の
⼈
⼿
に

困
って
い
る病
院
に
派
遣
出
来
る）

集約化%

;<#=>

・⾞
が
な
い
と移
動
で
きな
い
エリアで

は
難

しい
。⼀
部
に
集
約
され
ると、アクセ

ス的
に
デ
メリットを被

る⼈
が
出
て
くる

・現
在
分
娩
を取
り扱
って
い
る施
設
の
収

⼊
源
の
取
り上
げ
に
繋
が
る

・妊
婦
か
ら選
択
肢
が
な
くな
る

・出
産
は
⼈
⽣
の
⼀
⼤
イベ
ント。美

味
し

くな
い
⾷
事
、殺
⾵
景
な
病
院
で
出
産
し

た
くな
い
⼈
もい
る

・分
娩
時
、「な
ん
で
こん
な
ことに

な
って
ん

の
︖
」と⾔

い
た
くな
るような

状
況
が
出
て

こな
い
か
⼼
配
（
⽇
常
的
な
部
分
も含
め

て
、どう連

携
をとるか

が
カギ
に
な
る）

・北
海
道
で
は
、2、3時

間
か
け
て
妊
婦

健
診
に
通
うとか

、⾃
宅
で
何
か
あ
った
場

合
、病
院
まで
遠
い
とい
う問
題
が
あ
る

集約化%

<#=>

・休
み
を取
りな
が
ら適
切
な
医
療
を提
供

で
きる
・医
療
の
質
も平
均
化
が
出
来
、バ
ラつ
き

が
な
くな
る（
⾼
度
医
療
の
提
供
に
も繋
が

る）

リスク管
理
（
複
数
の
医
師
で
相
談
/新

⽣
児
科
医
と連
携
な
ども含

む
）

・マンパ
ワー
を集
約

・安
全
性
を⾼
め
る（
分
娩
セ
ンター

だ
と

輸
⾎
パ
ックが

ストックで
きる/個

⼈
病
院

で
⾃
分
で
⿇
酔
して
帝
王
切
開
す
るより、

⿇
酔
は
⿇
酔
科
医
、産
科
医
は
お
産
に
集

中
す
る⽅
が
良
い
。看
護
師
、新
⽣
児
科

医
もい
れ
ば
安
全
性
は
より⾼

まる）

・設
備
が
整
備
され
、⼿
術
対
応
が
迅
速

に
で
き、スタッフ確

保
もしや

す
い

・病
院
の
収
益
に
繋
が
る

医師%QOL

︵働A⽅改⾰︶

・現
状
で
も当
直
の
次
の
⽇
は
勤
務
は
で
き

な
い
な
ど制
約
は
あ
り、これ

が
実
は
ネ
ック

に
な
る場
合
もあ
る。お

産
⾃
体
は
短
時

間
で
終
わ
ることが

多
い
の
に
トー
タル
で

24時
間
勤
務
とい
うことに

され
て
しまうと、

次
の
⽇
働
け
ず
、より⼈

員
が
必
要
に
な
る。

そうい
う意
味
で
は
⼈
を集
め
て
解
決
す
る

しか
な
い
の
か
もしれ

な
い

・医
師
増
員
の
た
め
社
労
⼠
と相
談
した
が
、

雇
⽤
条
件
をきちん

とす
ると、当

直
あ
りだ

と週
に
4⽇
くらい
しか
働
か
な
い
ことに

な
り、

経
営
的
に
厳
しい
。た
だ
、⾃
分
も含
め
、

医
師
の
QOLを考

え
た
ら、働

き⽅
改
⾰

に
則
って
や
った
⽅
が
良
い
と感
じて
い
る

・現
状
で
も改
善
は
感
じる。以

前
は
当
直

明
け
普
通
連
勤
だ
った
が
、今
は
当
直
明

け
は
帰
れ
る。

・1、2⼈
で
お
産
を担
当
す
る施
設
が
想

像
で
きな
い
。常
に
待
機
して
い
な
い
とい
け

な
い
働
き⽅
をす
る⼈
が
今
後
も確
保
で
き

るとは
考
え
られ
な
い

・SNSで
産
婦
⼈
科
医
の
発
⾔
をみ
ると、

⾃
分
の
⽣
活
を⼤
事
に
した
い
と考
え
て
い

る⼈
が
多
い
。⾃
分
を全
部
捧
げ
て
地
域

産
科
医
療
に
尽
くす
⼈
は
減
って
い
る
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表
４
妊
婦
イ
ン
タ
ビ
ュー

対
象
者
属
性

1
2

3
4

年
齢

(才
)

36 才
30 才

37 才
30 才

未
既

婚
既

婚
既

婚
既

婚
既

婚
妊

娠
・出
産

歴
初
産

初
産

経
産

経
産

同
居
家
族

夫
（
36歳

）
夫
（
30歳

）
夫
（
39歳

）
、⻑
男
（

7歳
）

夫
（
34歳

）
、⻑
男
（
3歳
）

居
住
地

中
国
地
⽅

北
海
道
・東
北
地
⽅

北
海
道
・東
北
地
⽅

四
国
地
⽅

職
業

専
業
主
婦

正
職
員
（

公
務
員
）

専
業
主
婦

専
業
主
婦

世
帯
年
収

(参
考

)
1000〜

1200万
未

満
600〜

800万
未

満
600〜

800万
未

満
200〜

400万
未

満
個
⼈
年
収

(参
考

)
200万

未
満

400〜
600万

未
満

200万
未

満
200万

未
満

妊
娠

週
数

34
23

35
36

妊
婦
健
診
して
い
る医
療
機

関
それ
以
外
の
病
院
（
お
産
が
専
⾨
）

国
⽴
や

市
区

町
村
⽴
病
院
な
どの

公
⽴

病
院

国
⽴
や

市
区

町
村
⽴
病
院
な
どの

公
⽴

病
院

国
⽴
や

市
区

町
村
⽴
病
院
な
どの

公
⽴

病
院

出
産
を予

定
施
設
と妊
婦

健
診
施
設
は

同
じか

妊
婦
健
診
で

通
院
して
い
る施
設
と同
じ

施
設
で
出
産
予

定
妊
婦
健
診
で

通
院
して
い
る施
設
とは
、

別
の
施
設
で
出
産
予

定
妊
婦
健
診
で

通
院
して
い
る施
設
と同
じ

施
設
で
出
産
予

定
妊
婦
健
診
で

通
院
して
い
る施
設
と同
じ

施
設
で
出
産
予

定
出
産
予

定
施
設

*
開
業
医
、クリニック

*
*

妊
婦
健
診
施
設
とは
別
の

施
設
で
出
産
予

定
の
理
由

*
⾥
帰
り出
産
を予

定
して
い
るた
め

*
*

出
産
予

定
施
設
に
つ
い
て
、

この
施
設
で
出
産
しようと決

め
られ
た
理
由

近
隣
で
あ
る（
複
数
あ
る中
で
選
ん
だ
）

/シ
ャワー

・トイレ付
の
個

室
、⾷
事
が

豪
華
な
ど、施

設
の
特

徴
的
な

サ
ー

ビス/産
科
・⼩
児
科
が

併
設
させ
て
い
る（
出
産

後
も継

続
して
診
療
して
もらえ

る/診
療

して
もらい

た
い
）
/救
急
対
応
な
ど、緊

急
時
の
バ
ックアップ体

制
が
しっか

りして
い
る/先

⽣
や
その
施
設
の

評
判
・⼝
コミ/

出
産
時
、出
産
後
の
特
別
な
ケ
アや
教

室
開

催
な
どの

サ
ー

ビス（
無

痛
分
娩
や

カンガ
ル
ー
ケ
ア、産

後
ケ
ア教

室
な
ど）

近
隣
で
あ
る（
複
数
あ
る中
で
選
ん
だ
）

/シ
ャワー

・トイレ付
の
個

室
、⾷
事
が

豪
華
な
ど、施

設
の
特

徴
的
な

サ
ー

ビス/救
急
対
応
な
ど、緊

急
時
の
バ
ックアップ体

制
が
しっか

りして
い
る/先

⽣
や
その
施
設

の
評

判
・⼝
コミ/出

産
時
、出
産
後
の
特

別
な
ケ
アや
教

室
開

催
な
どの

サ
ー

ビス
（
無

痛
分
娩
や

カンガ
ル
ー
ケ
ア、産

後
ケ
ア教

室
な
ど）

近
隣
で
あ
る（
複
数
あ
る中
で
選
ん
だ
）

/産
科
・⼩
児
科
が

併
設
させ
て
い
る

（
出
産
後
も継

続
して
診
療
して
もらえ

る/診
療
して
もらい

た
い
）
/救
急
対
応

な
ど、緊

急
時
の
バ
ックアップ体

制
が
しっ

か
りして

い
る

最
初
に
妊

娠
確

定
の
診

断
の
た
め
に

訪
れ
た
施
設
で
は
分
娩
を取
り扱
って
い
な

か
った
/産
科
・⼩
児
科
が

併
設
させ
て
い

る（
出
産
後
も継

続
して
診
療
して
もら

え
る/診

療
して
もらい

た
い
）
/救
急
対

応
な
ど、緊

急
時
の
バ
ックアップ体

制
が

しっか
りして

い
る/先

⽣
や
その
施
設
の

評
判
・⼝
コミ
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図
１
医
療
の
質
、コス

ト
、ア
ク
セ
ス
の
優
先
順
位

☑
最
も
重
要
視
さ
れ
た
の
は
「質
」

n
医
師
数
が
多
い
、NICUや

難
病
を診
る新
⽣
児
科
が
あ
る、帝

王
切
開
に
移
⾏
可
能
な
ど医
療
的
な
質
に
関
係
す
る要
素
と並
ん
で
、医

師
や
看
護
師
が
優
しい
、親
しみ
や
す
い
な
どの
要
素
もあ
が
った

n
妊
婦
が
「何
か
あ
った
時
」「万
が
⼀
の
時
」に
想
定
す
る事
象
は
、TVで

観
た
、知
り合
い
の
経
験
を聞
い
た
レベ
ル
で
あ
ることが

多
く、実

際
に
どの
ような

リス
クが
あ
るか
理
解
して
い
な
い
（
また
は
知
らな
い
）
可
能
性
が
⽰
唆
され
た

n
妊
婦
が
考
え
る医
療
の
「質
」とは
何
を指
す
の
か
︖
どの
程
度
情
報
格
差
が
あ
るの
か
は
今
後
検
証
され
るべ
きポ
イントで

あ
る

n
「質
」に
つ
い
て
の
情
報
が
浸
透
す
れ
ば
、分
娩
施
設
の
集
約
化
等
へ
の
理
解
が
進
む
可
能
性
が
⽰
唆
され
た

☑
次
に
重
視
さ
れ
た
の
は
「ア
ク
セ
ス
」と「そ

の
他
」

n
「アクセ

ス
」は
、通
院
負
担
の
軽
減
と、「質

」と同
様
の
考
え
⽅
で
「何
か
あ
った
時
」「万
が
⼀
の
時
」に
近
い
⽅
が
安
⼼
だ
と考
え
か
ら重
視

され
た
。この

場
合
も「質

」と同
様
に
具
体
的
リス
クを理

解
した
上
で
抱
く不
安
で
は
な
い
可
能
性
が
⽰
唆
され
た
（
具
体
的
な
コメントとし

て
は
破
⽔
した
ら焦
る、⾞

の
中
で
産
ん
だ
とか
聞
い
た
の
で
近
い
⽅
が
安
⼼
な
どが
あ
った
）

n
「アクセ

ス
」で
、妊
婦
が
突
発
的
な
事
象
に
対
応
可
能
だ
と考
え
て
い
た
の
は
30分

以
内
で
あ
った
（
この
時
間
を伸
ば
す
に
は
、起
こりうるリ

ス
クと対

応
まで
に
必
要
時
間
に
つ
い
て
の
啓
発
が
必
要
と考
え
られ
た
）

n
「その

他
」は
⾃
分
の
理
想
の
出
産
を叶
え
た
い
とい
うこだ

わ
りが
関
係
して
い
た
（
「無
痛
で
産
み
た
い
」「明
るくアットホ

ー
ム
な
雰
囲
気
の

中
で
産
み
た
い
」な
ど）

n
「その

他
」で
⺟
親
教
室
や
マタニテ

ィヨガ
教
室
な
どあ
げ
た
妊
婦
も、その

⽬
的
は
妊
婦
同
⼠
、また

は
産
まれ
て
きた
⼦
供
同
⼠
の
交
流
が

本
来
の
⽬
的
で
あ
った

☑
最
も
重
視
さ
れ
な
か
った
の
は
「コス

ト」
n

「出
産
に
か
か
るコス

ト」を知
らな
い
妊
婦
が
多
い
可
能
性
が
⽰
唆
され
た
（
そもそも調

べ
て
い
な
い
/⾃
⼰
負
担
額
だ
け
調
べ
た
、な
ど）

n
出
産
育
児
⼀
時
⾦
が
あ
るた
め
それ
ほ
ど多
くの
実
費
が
必
要
で
は
な
い
/施
設
間
で
差
が
な
い
とい
う知
識
が
妊
婦
に
浸
透
し、「コス

ト」は
そ

もそも出
産
施
設
選
び
の
俎
上
に
あ
が
って
い
な
い
（
エス
テ
や
豪
華
な
⾷
事
が
あ
る施
設
の
費
⽤
は
除
く）

出
産
に
お
け
る
「質
」＝
どの
よ
うな
リス
ク
が
あ
り、安

全
に
産
む
た
め
に
は
何
が
担
保
さ
れ
る
べ
きな
の
か

とい
う点
に
つ
い
て
妊
婦
の
現
状
知
識
を
把
握
し、必

要
に
応
じた
啓
発
を
す
る
必
要
が
あ
る

質

ア
ク
セ
ス

コス
ト

その
他
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厚生労働科学研究費補助金（地域医療基盤開発推進研究事業） 

 分担研究報告書 
 
医師・歯科医師・薬剤師統計の医師届出票を活用した分娩取扱医師の実態に関する

研究 
 
研究代表者  村松圭司  産業医科大学・医学部・公衆衛生学・准教授 
研究分担者  海野信也  北里大学・産婦人科学（産科学）・教授 
 
 
研究要旨 
産科医師偏在指標の精緻化に資する知見を得るため、医師・歯科医師・薬剤師統
計の医師届出票を活用した分娩取扱医師の実態を把握することを目的とした。
2018 年調査の医師届出票の提供を申請し、327,210 件のデータを受領した。分娩
取扱ありの医師は 11,294 件で、女性は約１／３であった。主たる業務の種別とし
ては、病院の勤務者が約半数であった。主な診療科は産婦人科が全体の２／３を
占めていた。年齢階級別では、年齢が高くなるにつれてその割合は減少してい
た。医籍登録年別では、登録後１０年以内の医師が１／３を占めていた。今後、
受領したデータを用いてた産科医師偏在指標の精緻化のための更なる分析が必要
と考えられた。 
 
 
Ａ．研究目的 
 2018 年の医療法改正により、医師
の偏在を統一的・客観的に把握できる
指標として「医師偏在指標」を策定す
ることとなった。産科領域及び小児科
領域については、政策医療の観点から
も必要性が高いこと等から、診療科別
の医師偏在指標を「医療従事者の需給
に関する検討会医師需給分科会」にお
いて検討・公表することとなり、それ
に基づき都道府県は 2019 年度末まで
に産科医師確保計画を策定した。この
「産科医師偏在指標」は、2016 年医
師・歯科医師・薬剤師調査や 2014 年
医療施設調査、2014 年人口動態調査
等の公的統計の情報に加え、2016 年
度厚生労働科学特別研究「医師の勤務
実態及び働き方の意向等に関する調査
研究」の結果を用いて算定されたが、
分娩を取り扱う医師を当時の統計から

は正確に把握することが困難であった
ため、産科又は産婦人科と届出た医師
全てを用いて計算が行われた。その
後、2018 年の医師歯科医師薬剤師統
計から、分娩取り扱いの有無を届け出
ることとなったため、産科医師偏在指
標をより精緻に算出することが可能と
なった。本研究では、産科医師偏在指
標の精緻化に資する知見を得るため、
医師・歯科医師・薬剤師統計の医師届
出票を活用した分娩取扱医師の実態を
把握することを目的とした。 
Ｂ．研究方法 
 本年に実施した「統計情報を活用し
た産科医師偏在指標の精緻化に関する
研究」の結果も踏まえ、産科医師偏在
指標の精緻化に必要と考えられる項目
を選定し、厚生労働省にデータ提供を
依頼した。提供を依頼したデータは
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2018 年調査の医師届出票で、依頼し
た項目は表１のとおりである。 
 
表１．提供を依頼した届出票項目 
項⽬名 特定の選択肢のみを抽出する場合の条件 
性別   
主業務の種別   
従業務の種別   
就業形態   
主たる業務内容   
休業の取得   
主従事先市区町村符号   
従従事先市区町村符号   
主従事先県都市番号   
従従事先県都市番号   
主従事先市郡番号   
従従事先市郡番号   
従事する診療科 
従事する診療科 
従事する診療科 

産婦⼈科 
産科 
婦⼈科 

年齢コード   
年齢階級コード   
登録年コード   
診療科名コード(主たる診療科)   

主従事先⼆次医療圏コード   
従従事先⼆次医療圏コード   
資格名 産婦⼈科専⾨医 
主勤務⽇数   
主宿直・⽇直   
従勤務⽇数   
従宿直・⽇直   
従従事先件数   
分娩の取扱有無   
 
Ｃ．研究結果 
 ２０２１年３月３日に申請し、２０
２１年３月１６日に受理され、その後
データの提供を受けた。データ件数の
総数は 327,210 件で、医療機関従事
者（主たる業務の種別が、診療所の開
設者又は法人の代表者、診療所の勤務

者、病院の開設者又は法人の代表者、
病院の勤務者、医育機関の臨床系の教
官又は教員、医育機関の臨床系の勤務
者で医育機関の臨床系の教官又は教員
又は医育機関の臨床系の大学院生以外
の者）であり、休業を取得していない
と回答した者の中で、分娩取扱ありと



 20 

回答したのは 11,294 件であった。表
２に今回受領したデータと e-Stat に公
開されているデータを示す。総数とし
て大きな違いはないものの、都道府県
別では差が生じていた。また、e-Stat
に公開されている分娩取扱医師数とも
総数として大きな違いは認められなか
った。分娩取扱ありの医師の特徴を表

３に示す。女性は約１／３であった。
主たる業務の種別としては、病院の勤
務者が約半数であった。主な診療科は
産婦人科が全体の２／３を占めてい
た。年齢階級別では、年齢が高くなる
につれてその割合は減少していた。医
籍登録年別では、登録後１０年以内の
医師が１／３を占めていた。 

 
表２．今回受領したデータと e-Stat に公開されているデータとの比較  

今回提供を受けたデータ （参考）平成 30 年医師・⻭科医
師・薬剤師統計 閲覧 31 表 

都道府県 主たる
診療科
が産婦
⼈科⼜
は産科
と回答
した医
師数 

分娩取
扱有と
回答し
た医師
数 

増減割合 分娩の
取扱い
あり総
数 

分娩の
取扱い
あり産
婦⼈科
医師数
（再
掲） 

分娩の
取扱い
あり産
科医師
数（再
掲） 

分娩取
扱医師
に産
科・産
婦⼈科
医師が
占める
割合 

01 北海道 415 395 -5% 400 305 18 81% 
02 ⻘森県 90 78 -13% 81 60 7 83% 
03 岩⼿県 98 100 2% 106 82 1 78% 
04 宮城県 214 204 -5% 220 141 20 73% 
05 秋⽥県 80 81 1% 81 46 9 68% 
06 ⼭形県 89 99 11% 103 67 2 67% 
07 福島県 126 113 -10% 120 95 8 86% 
08 茨城県 213 249 17% 258 182 4 72% 
09 栃⽊県 179 193 8% 200 126 14 70% 
10 群⾺県 165 160 -3% 165 113 5 72% 
11 埼⽟県 472 445 -6% 455 296 31 72% 
12 千葉県 449 496 10% 515 350 16 71% 
13 東京都 1620 1725 6% 1859 1091 76 63% 
14 神奈川
県 

763 699 -8% 724 506 36 75% 

15 新潟県 144 149 3% 158 114 11 79% 
16 富⼭県 94 85 -10% 92 76 0 83% 
17 ⽯川県 117 98 -16% 104 85 2 84% 
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18 福井県 77 80 4% 82 64 1 79% 
19 ⼭梨県 80 71 -11% 72 56 7 88% 
20 ⻑野県 172 151 -12% 157 109 5 73% 
21 岐⾩県 180 172 -4% 177 123 18 80% 
22 静岡県 303 280 -8% 294 224 9 79% 
23 愛知県 672 696 4% 737 545 19 77% 
24 三重県 165 153 -7% 163 118 10 79% 
25 滋賀県 116 115 -1% 120 80 6 72% 
26 京都府 237 247 4% 283 210 1 75% 
27 ⼤阪府 868 852 -2% 904 577 44 69% 
28 兵庫県 475 461 -3% 480 341 15 74% 
29 奈良県 113 148 31% 151 88 3 60% 
30 和歌⼭
県 

110 95 -14% 96 74 2 79% 

31 ⿃取県 59 63 7% 68 51 2 78% 
32 島根県 64 65 2% 66 。51 0 77% 
33 岡⼭県 189 160 -15% 173 116 15 76% 
34 広島県 237 195 -18% 199 145 10 78% 
35 ⼭⼝県 113 106 -6% 110 81 11 84% 
36 徳島県 76 75 -1% 81 65 1 81% 
37 ⾹川県 90 79 -12% 79 68 0 86% 
38 愛媛県 124 109 -12% 110 92 2 85% 
39 ⾼知県 63 68 8% 69 46 4 72% 
40 福岡県 462 534 16% 560 364 21 69% 
41 佐賀県 71 68 -4% 73 54 5 81% 
42 ⻑崎県 154 158 3% 163 124 0 76% 
43 熊本県 148 140 -5% 144 106 6 78% 
44 ⼤分県 92 103 12% 106 62 14 72% 
45 宮崎県 96 89 -7% 92 81 2 90% 
46 ⿅児島
県 

154 157 2% 158 109 4 72% 

47 沖縄県 155 235 52% 239 112 12 52% 
総計 11243 11294 0% 11847 8071 509 72% 
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表３．分娩取扱医師の特徴 
    分娩取扱あり医師数 割合 
性別、⼥性 

 
4185 37% 

主たる業務の種別 
  

 
01 診療所の開設者⼜は法⼈の代表者 1270 11%  
02 診療所の勤務者 1099 10%  
03 病院の開設者⼜は法⼈の代表者 116 1.0%  
04 病院の勤務者 5747 51%  
05 医育機関の臨床系の教官⼜は教員 1392 12%  
07 医育機関の臨床系の勤務者で 05 及び
06 以外の者 

1670 15% 
    

主な診療科 
   

 
産婦⼈科 7690 68%  
産科 579 5.1%     

産婦⼈科専⾨医 6935 61% 
年齢階級 

   

 
24〜29 歳 2080 18%  
30〜34 歳 1601 14%  
35〜39 歳 1525 14%  
40〜44 歳 1254 11%  
45〜49 歳 1127 10%  
50〜54 歳 937 8.3%  
55〜59 歳 964 8.5%  
60〜64 歳 714 6.3%  
65〜69 歳 531 4.7%  
70〜74 歳 314 2.8%  
75〜79 歳 126 1.1%  
80〜84 歳 69 0.6%  
85 歳以上 52 0.5%     

医籍登録年 
   

 
H21~H30 4297 38%  
H11~H20 2543 23%  
H01~H10 1974 17%  
S54~S63 1601 14% 
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S44~S53 670 5.9%  
S34~S43 171 1.5% 

  S24~S33 38 0.3% 
 
Ｄ．考察 
 今後の検討の方向性について考察す
る。受領したデータにおいて、国が公
表した産科医師偏在指標で用いられた
定義である産科又は産婦人科に従事し
ていると回答した医師は 11, 243 人
で、分娩取扱医師の 11,294 人とほぼ
同一の値であった。しかしながら、都
道府県別で見ると、沖縄県（155 人 
vs 235 人）や奈良県（113 人 vs 148
人）のように、産科又は産婦人科を主
たる診療科と回答した医師数と比較し
て分娩を取り扱っていると回答した医
師数が３０％以上多い県が存在した。
反対に、広島県（237 人 vs 195 人）
や石川県（117 人 vs 98 人）のよう
に、産科又は産婦人科と回答した医師
よりも分娩取扱有りと回答した医師数
のほうが少ない県も存在した。e-Stat
に掲載されている情報でも、沖縄県で
は分娩取扱有りと回答した医師のう
ち、産科又は産婦人科の医師は約半数
であり、地域によって分娩取扱の実情
が異なる可能性が示唆された。産科医
師偏在指標の精緻化に向け、次年度は
受領したデータの更なる分析が必要と
考えられた。 
Ｅ．結論 
 産科医療提供体制や産科医師偏在指
標の見直しに関するエビデンスを構築
するために必要な医師歯科医師薬剤師
統計の医師届出票データを得ることが
できた。 
 
Ｆ．研究発表 
 1.  論文発表 
なし 
 2.  学会発表 
なし 

 
Ｇ．知的所有権の取得状況 
 1. 特許取得 
なし 
 2. 実用新案登録 
なし 
 3.その他 
なし 
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厚生労働科学研究費補助金（地域医療基盤開発推進研究事業） 

 分担研究報告書 
 

統計情報を活用した産科医師偏在指標の精緻化に関する研究 
 
研究代表者  村松圭司  産業医科大学・医学部・公衆衛生学・准教授 
研究協力者  澤田佳乃  産業医科大学・医学部・３年 
 
 
研究要旨 
産科医師偏在指標の精緻化に資する知見を得るため、公開されている医師・歯科
医師・薬剤師統計の集計結果等を用いて複数の産科医師偏在指標算出方法を考案
し、今後採用しうる精緻化の方法や、医師・歯科医師・薬剤師調査の届出票を申
請することで解決できる点を明らかにすることを目的とした。新たに生まれてい
る新生児の数や分娩を取り扱う医師数を複数の統計情報から作成し、それらの組
み合わせによって複数の産科医師偏在指標の代替指標の案を作成し、各指標の差
について検討した。分娩を取り扱う医師数については、分娩取扱医師の１／３が
産科・産婦人科以外であることが明らかとなり、これらの医師の取扱について今
後の検討が必要と考えられた。また、働き方改革の影響を考慮し、当直回数等も
分析に含める必要があると考えられた。これらの分析は医師・歯科医師・薬剤師
調査の届出票の提供を受けることで実現可能であると考えられた。 
 
Ａ．研究目的 
  2018 年の医療法改正により、医
師の偏在を統一的・客観的に把握でき
る指標として「医師偏在指標」を策定
することとなった。産科領域について
は、政策医療の観点からも必要性が高
いこと等から、診療科別の医師偏在指
標を「医療従事者の需給に関する検討
会医師需給分科会」において検討・公
表することとなった。この「産科医師
偏在指標」は、2016 年医師・歯科医
師・薬剤師調査や 2014 年医療施設調
査、2014 年人口動態調査等の公的統
計の情報に加え、2016 年度厚生労働
科学特別研究「医師の勤務実態及び働
き方の意向等に関する調査研究」の結
果を用いて算定されたが、分娩を取り
扱う医師を当時の統計からは正確に把
握することが困難であったため、産科
又は産婦人科と届出た医師全てを用い

て計算が行われた。その後、2018 年
の医師・歯科医師・薬剤師統計から、
分娩取り扱いの有無を届け出ることと
なったため、分娩取扱医師数を直接的
に把握することが可能となった。本研
究では、産科医師偏在指標の精緻化に
資する知見を得るため、公開されてい
る医師・歯科医師・薬剤師統計の集計
結果等を用いて複数の産科医師偏在指
標算出方法を考案し、今後採用しうる
精緻化の方法や、届出票を申請するこ
とで解決できる点を明らかにすること
を目的とした。 
 
Ｂ．研究方法 
【厚生労働省の医師偏在指標の算出方
法】 
 厚生労働省の「医療従事者の需給に
関する検討会」において、以下の式で
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産科医師偏在指標を算出することとさ
れている。 
産科における医師偏在指標＝
標準化産科・産婦人科医師数

分娩件数÷"### 件   
 
なお、標準化産科・産婦人科医師数に
ついては、以下の式の通り、10歳ごと
の年齢階級別に区分し平均労働時間の
違いを用いて調整されている。 
 
＊標準化産科・産婦人科医師数＝
∑性年齢階級別医師数 × 性年齢別階級労働時間全医師の平均労働時間 

 
また、産科の医療需要を直接的に表し
ているのは分娩であることや、「里帰
り出産」等の医療提供体制とは直接関
係しない流出入があることから、分娩
が実際に行われた医療機関の所在地が
把握可能である、「医療施設調査」に
おける「分娩数」を用いることとされ
ている。一方で、医療施設調査におけ
る分娩数は９月のひと月のデータであ
るため、人口動態調査の出生数を用い
て調整することとされている。 
 
【本研究において検討した産科医師偏
在指標の算出方法】 
・使用するデータ 
産科医師偏在指標の算出について、
既存の指標作成の用いられたデータ以
外を用いることで、それぞれ意味の異
なる指標を作成することが可能である。
具体的には、①新たに生まれている新
生児の数、②分娩を取り扱う医師数、
③労働時間について組み合わせを変え
ることで複数の指標を作成し、地域特
性等を検討する材料としても用いるこ
とが可能である。 
 
①新たに生まれている新生児の数 
新たに生まれている新生児の数は、
「医療施設調査」における「分娩数」
または、人口動態統計におけるH30年
「出生数」を用いることが可能である。

既存の産科医師偏在指標では前者が用
いられている。妊婦の場合は、里帰り
出産等の医療提供体制とは直接関係し
ない流出入があることから、分娩が実
際に行われた医療機関の所在地が把握
可能である、「医療施設調査」におけ
る「分娩数」を用いることとされてい
る。しかし、「医療施設調査」におけ
る「分娩数」は、9 月の件数しか掲載
されていない。そのため、厚労省が公
表しているデータでは、人口動態調査
の年間出生数を用いて調整しているこ
ととされており、今回の指標でも、9
月の分娩数に 365/30 を乗じて調整し
た。今回、分娩数だけではなく出生数
も用いて算出し、両者の違いを調査し
た。 
 
②分娩を取り扱う医師数 
H30 年「医師・歯科医師・薬剤師調査」
における分娩取り扱い有り医師総数
（産科・産婦人科・婦人科・臨床研修
医）、もしくは、分娩取り扱い有り医
師数のうち臨床研修医を除いたもの
（産科・産婦人科・婦人科医）を使用
することが可能である。分娩扱い有り
医師は、産科・産婦人科・婦人科・臨
床研修医で構成されているが、既存の
指標では分娩取り扱いの有無は考慮さ
れておらず、産科・産婦人科の合計数
を使用していた。初期研修医に関して
は単独で分娩を取り扱う可能性が低い
と考え、除外し分娩取扱医師数を用い
た指標も作成し検討した。 
 
③労働時間について 
政府統計等に公表されているデータで
は、都道府県別の産婦人科医師の性年
齢階級別労働時間は得られなかった。
そのため、労働時間は医師勤務実態及
び働き方の意向等に関する調査研究
（井元清哉・2016）のうち、医師全
体の性別・年代別の労働時間を用いた。
労働時間調査は「医師の勤務実態及び
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働き方の意向等に関する調査」
（2016 年）しかなく、より精緻な検
討のためには追加の調査が必要である
と考えられた。 
 

従って、本研究では、平成 30 年度
の公開されている統計情報のみを用い
て、 
以下の表１に示す４つの組み合わせ
で産科医師偏在指標の代替式を用いて
指標を算出した。

 
表１．本研究で作成した代替指標案 
 厚労省 指標１ 指標２ 指標３ 指標４ 
分娩数 分娩件数 出生数 分娩件数 出生数 分娩件数 
医師数 産科・産

婦人科医
師合計数 

医師総
数・分娩
有 

医師総
数・分娩
有 

医師総
数・分娩
有・研修
医除く 

医師総
数・分娩
有・研修
医除く 

労働時間 医師全体
の性別・
年代別の
労働時間 

医師全体
の性別・
年代別の
労働時間 

医師全体
の性別・
年代別の
労働時間 

医師全体
の性別・
年代別の
労働時間 

医師全体
の性別・
年代別の
労働時間 
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Ｃ．研究結果 
表１に厚生労働省が公表した産科医
師偏在指標及び本研究で計算した４指
標を、図１～４に本研究で算出した指
標と厚生労働省が作成した指標との散
布図を示す。沖縄県は臨床研修医の分
娩取扱医師数に占める割合が大きく、
指標１及び２と３及び４との間で約２
倍の違いが認められた。表２に指標１
と指標３，指標２と指標４のそれぞれ

の差を示す。指標１、指標２は、分娩
取り扱いあり産科・産婦人科・婦人
科・臨床研修医の総和を用いた。指標
３、指標４は、臨床研修医を除いた分
娩取り扱い医師数を使用しており、産
科医師偏在指標に用いられた医師数よ
り減少した。臨床研修医を除くと、都
市部の偏在指標が顕著に減少したこと
から、研修医は都市部に集中している
影響と考えられた。 

 
表１．作成した指標と厚生労働省が公表した産科医師偏在指標 

都道 
府県 

指標
１ →Rank 

指標
２ →Rank 

指標
３ →Rank 

指標
４ →Rank 

産科医師偏
在指標（厚
労省） 

→Rank 

北海道 11.3 27 11.0 27 9.4 23 9.2 18 10.8 28 
⻘森 9.6 43 7.7 45 7.9 39 6.4 45 8.9 43 
岩⼿ 12.8 14 10.1 34 10.4 11 8.2 32 10.7 30 
宮城 12.5 16 12.0 14 9.8 16 9.4 16 11.7 17 
秋⽥ 14.8 6 11.6 16 13.0 1 10.2 8 15.8 2 
⼭形 13.6 12 11.1 25 9.4 24 7.7 39 10.9 25 
福島 8.9 45 7.6 46 7.6 45 6.6 44 8.8 44 
茨城 12.3 20 11.0 26 9.1 29 8.2 31 9.6 38 
栃⽊ 13.7 11 12.4 13 10.0 14 9.0 21 11.8 14 
群⾺ 11.8 25 10.9 29 8.5 34 7.8 38 9.9 37 
埼⽟ 8.2 47 8.2 44 6.2 47 6.3 46 9.3 41 
千葉 10.9 33 11.2 22 8.1 38 8.4 30 11.1 23 
東京 16.0 1 17.8 2 10.6 10 11.8 3 18.4 1 
神奈川 10.0 41 11.4 20 7.8 40 8.9 23 13.7 5 
新潟 10.0 40 8.6 43 8.3 36 7.1 42 8.2 47 
富⼭ 12.4 18 10.6 30 11.0 6 9.5 13 12.6 11 
⽯川 11.5 26 11.1 24 9.6 17 9.3 17 11.6 18 
福井 13.0 13 13.7 8 10.3 12 10.9 6 11.8 14 
⼭梨 11.9 21 11.6 17 10.8 9 10.5 7 13.3 7 
⻑野 10.2 38 9.4 38 7.8 41 7.2 41 9.6 38 
岐⾩ 11.9 24 10.0 35 9.5 18 8.0 35 10 34 
静岡 10.8 35 10.9 28 8.7 33 8.8 25 10.9 25 
愛知 11.1 31 11.5 19 8.8 31 9.1 20 12.1 13 
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三重 11.9 22 11.6 18 9.4 22 9.1 19 12.7 10 
滋賀 9.7 42 10.1 33 7.7 42 8.0 34 11 24 
京都 14.6 8 14.7 5 11.0 7 11.1 5 11.8 14 
⼤阪 12.7 15 14.0 7 9.3 26 10.2 9 14.1 4 
兵庫 11.1 30 11.3 21 8.7 32 8.8 27 12.9 9 
奈良 15.6 2 19.6 1 9.5 21 12.0 2 13 8 
和歌⼭ 14.6 7 11.7 15 11.7 3 9.4 15 14.3 3 
⿃取 15.0 3 14.7 4 11.7 4 11.5 4 12.3 12 
島根 12.4 17 11.2 23 9.8 15 8.8 24 11.3 21 
岡⼭ 11.0 32 10.5 31 9.5 20 9.0 22 11.6 18 
広島 8.6 46 9.0 40 6.7 46 7.1 43 10.2 33 
⼭⼝ 11.3 28 9.4 37 10.2 13 8.5 28 10.8 28 
徳島 14.9 4 14.5 6 12.4 2 12.0 1 13.7 5 
⾹川 10.6 36 9.0 41 9.4 25 8.0 36 11.2 22 
愛媛 10.9 34 9.3 39 9.5 19 8.1 33 10 34 
⾼知 13.9 10 12.7 11 10.9 8 9.9 10 9.3 41 
福岡 12.3 19 13.6 9 8.9 30 9.8 11 10.6 31 
佐賀 10.3 37 10.4 32 8.3 37 8.4 29 8.8 44 
⻑崎 14.8 5 12.8 10 11.4 5 9.8 12 11.5 20 
熊本 9.3 44 7.5 47 7.6 44 6.1 47 8.6 46 
⼤分 11.9 23 12.4 12 9.1 28 9.5 14 10.3 32 
宮崎 10.1 39 8.6 42 9.2 27 7.8 37 9.5 40 
⿅児島 11.2 29 9.8 36 8.4 35 7.3 40 10 34 
沖縄 14.0 9 16.2 3 7.6 43 8.8 26 10.9 25 
 
表２．指標間の差の比 
都道府県 指標１−指標３ →Rank 指標２−指標４ →Rank 
北海道 1.9  34  1.8  35 
⻘森 1.7  39  1.3  40 
岩⼿ 2.4  24  1.9  33 
宮城 2.7  18  2.6  17 
秋⽥ 1.8  36  1.4  38 
⼭形 4.2  4  3.5  7 
福島 1.3  43  1.1  44 
茨城 3.2  12  2.9  14 
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栃⽊ 3.7  5  3.3  8 
群⾺ 3.3  11  3.0  10 
埼⽟ 2.0  32  2.0  31 
千葉 2.8  17  2.9  13 
東京 5.4  3  6.0  3 
神奈川 2.2  28  2.5  18 
新潟 1.7  37  1.5  36 
富⼭ 1.3  42  1.2  42 
⽯川 1.9  33  1.8  34 
福井 2.7  19  2.8  15 
⼭梨 1.2  45  1.1  43 
⻑野 2.4  25  2.2  26 
岐⾩ 2.4  26  2.0  30 
静岡 2.1  29  2.1  27 
愛知 2.3  27  2.4  24 
三重 2.5  22  2.4  22 
滋賀 2.0  30  2.1  28 
京都 3.6  6  3.6  6 
⼤阪 3.5  7  3.8  4 
兵庫 2.5  23  2.5  20 
奈良 6.1  2  7.7  1 
和歌⼭ 2.9  14  2.3  25 
⿃取 3.3  10  3.2  9 
島根 2.6  20  2.4  23 
岡⼭ 1.5  40  1.5  37 
広島 1.9  35  2.0  32 
⼭⼝ 1.1  46  0.9  46 
徳島 2.6  21  2.5  19 
⾹川 1.2  44  1.0  45 
愛媛 1.4  41  1.2  41 
⾼知 3.0  13  2.8  16 
福岡 3.4  9  3.8  5 
佐賀 2.0  31  2.0  29 
⻑崎 3.5  8  3.0  11 
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熊本 1.7  38  1.3  39 
⼤分 2.8  16  2.9  12 
宮崎 0.9  47  0.7  47 
⿅児島 2.8  15  2.5  21 
沖縄 6.4  1  7.4  2 
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Ｄ．考察 
⑴各指標について 
①指標１ 医師総数・分娩有×出生数
及び② 指標２ 医師総数・分娩有×分
娩件数 
 
はじめに、指標 1と厚労省の偏在指
標について検討する。今回の指標と厚
労省の偏在指標と異なる点は２つ挙げ
られ、新たに生まれている新生児の数
と分娩を取り扱う医師数である。 
指標１で用いたのは出生数であり、厚
労省の指標では分娩件数が用いられて
いる。出生数は、里帰り出産等の考慮
をしておらず、分娩が実際に行われた
医療機関の所在地が反映されていな
い。出産にあたっての里帰りは、「里
帰りをした」が 50.1%であり、里帰り
の場所は、「同一市町村内」が 43.7%
で最も高く、次いで「都道府県外
（26.9%）」であった。（妊産婦に対
するメンタルヘルスケアのための保
健・医療の連携体制に関する調査研
究・厚労省・2018 年から引用）各都
道府県内で新たに生まれている新生児
の数を正確に算出する場合、都道府県
単位の検討よりも里帰り出産を考慮す
る必要性が高くなる。また、「里帰り
出産」が、年末年始等の人の移動と同
様に都会から地方への移動が多いと仮
定すると、都市部の分娩件数は減少し
地方の分娩件数は増加すると見込まれ
ることとなる。したがって、医師偏在
指標算出式から、他の条件が同じ場
合、都市部での偏在指標は低くなり、
地方では高くなると考えられる。 
次に、指標２について検討する。医師
数については、指標１は、分娩取り扱
い有の産科・産婦人科医師数が反映さ
れている。前回の医師数は、産婦人
科・産科のみで構成されていたが、実
際に分娩を取り扱う医師数で計算する
ことにより、精緻化が期待できる手法
と考えられた。 

 厚労省の指標と異なる点は、医師数
のみであり、ここでは分娩取り扱い有
りの医師数を用いた。４つの算出方法
のうち、厚労省が公表している指標に
最も近くなった。（全国平均/指標
11.2/厚労省 11.3）分娩件数は、厚労
省の指標と同一の資料（H 28 医療施
設調査）を使用し、実際の分娩数を反
映している。前回よりもスコアが上昇
した都道府県は、茨城、栃木、群馬、
新潟、福井、京都、奈良、鳥取、徳
島、高知、福岡、佐賀、長崎、大分、
沖縄であった。 
 
③指標３ 医師総数・分娩有（研修
医除外）×出生数及び④指標４ 医師
総数・分娩有（研修医除外）×分娩件
数 
 ３、４指標は、臨床研修医を除い
た医師数を使用しており、厚労省指標
で用いた医師数（産科・産婦人科合
計）より減少している。そのため、ほ
とんどの都道府県で指標の値が低下し
たが、高知県のみスコアが上昇した。
順位にも変動があり、東京都等の都市
部の順位が下がり、地方では順位が上
昇していた。初期研修医の集積と関連
が考えられた。 
 
(2)指標間の比較 
 表１．の指標１と２、３と４を比較
することで、里帰り出産等の影響を検
討することが可能である。指標に用い
る新たに生まれている新生児の数を出
生数から分娩件数に変化させると、千
葉、東京、神奈川、福井、愛知、滋
賀、大阪、兵庫、奈良、広島、福岡、
大分、沖縄といった、各地域で中核と
なる都市を有する都道府県であった。
これは、他の医療と同様、「里帰り出
産」でも大規模な医療圏に流入してい
る可能性を示唆していると考えた。表
２．からは、臨床研修医の影響を検討
することが可能である。臨床研修医
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は、その性質上単独で分娩を取り扱う
ことはないものの、臨床研修医のマン
パワーをゼロと見積もることも医師偏
在を検討する上では正しくない可能性
がある。具体的には、直接分娩を取り
扱わなくとも、病棟業務や産科以外の
患者を診療することにより指導医等が
お産に専念できることや、協働するこ
とによるメリット等が考えられる。今
後、初期研修医のマンパワーをどう見
積もるか、仮定を置いて更なる検討が
必要と考えられた。 
 
(3)労働時間 
 労働時間が長いところほどマンパワ
ーが不足していると考えられ、宿直の
回数等多くなると想定されるが、宿直
回数や時間外労働が産科医師偏在とど
のような連関があるかについても今後
分析する必要があると考えた。具体的
には医師・歯科医師・薬剤師統計の届
出票の分析を行うことが必要であると
考えた。また、日本産婦人科医会の調
査では、必要医師数の決定因子は、宿
直回数であるとされている。労働基準
法では週一回が限度であるが、産婦人
科医の１ヶ月あたりの平均宿直回数は
5.6 回であり基準を超える医師が存在
する可能性を示唆している。「週一回
が限度」の宿直回数に収めるには、医
師一人体制の場合は、常勤 8人以上、
2人体制の場合は常勤 16人以上が必
要であると推計されており、今後の指
標算出の際には宿直回数を考慮する必
要性があると考えられた。 
 

Ｅ．結論 
今回の指標では、分娩を取り行う医師
数、分娩件数と出生数の相違について
分析した。まず、分娩有医師数は、産
科・産婦人科医師だけではなく臨床研
修医も含まれている。そして、通常分
娩件数のみで指標が算出されるが、出
生数を用いて算出し、里帰り出産等が
実際の分娩にどの程度影響を及ぼして
いるか調査した。さらに、都道府県
別・年齢階級別の産科・産婦人科の労
働時間を把握できれば、より精確な指
標を得られる。また、宿直回数を考慮
する等、労働時間の定義も問う必要が
あると考えられた。 
医師偏在指標について、都道府県・
周産期医療圏（二次医療圏）ごとに、
定期的に算出し、各地域における医療
提供体制の検討に資する資料として提
供されることが有用と考えた。 
 
 
Ｆ．研究発表 
 1.  論文発表 
なし 
 2.  学会発表 
なし 
 
Ｇ．知的所有権の取得状況 
 1. 特許取得 
なし 
 2. 実用新案登録 
なし 
 3.その他 
なし 
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